
令和６年度 新潟県立村上特別支援学校高等部入学者募集要項 

 

令和６年度の入学者選考を、次の事項に基づいて公正に実施する。 

 

１ 出願資格 

  出願することができる者は、知的障害の程度が学校教育法施行令第 22 条の３の表に規定する程

度で、次に掲げる者とする。 

⑴ 普通学級を希望する者 

    特別支援学校中学部（知的障害）普通学級及び中学校の特別支援学級（知的障害、自閉症・情

緒障害）を令和６年３月に卒業する見込みの者又は卒業した者 

⑵ 重複障害学級を希望する者 

    特別支援学校中学部（知的障害）の重複障害学級を令和６年３月に卒業する見込みの者又は卒

業した者 

⑶ 訪問教育学級を希望する者 

    特別支援学校中学部（知的障害）の訪問教育学級を令和６年３月に卒業する見込みの者又は卒

業した者 

⑷ 上記以外で、受検を希望し県教育委員会と協議して認められた者（別紙様式３の１又は３の２

出願資格申請書） 

 

２ 出  願 

出願は、一人につき、１校１学科（新潟県公立特別支援学校高等部及び新潟県公立高等学 

校を含む）とする。 

 

３ 募集定員 

課 程 等 学   科 募 集 学 級 学級数 募 集 定 員 

 

全日制の課程 

 

普  通 

普  通 １ １０ 人 

重複障害 － 若干 人 

訪問教育 － 若干 人 

 

４ 通学区域 

  「令和６年度新潟県立特別支援学校高等部入学者募集要項（Ｐ27）新潟県立特別支援学校高等部

の通学区域に関する規則」に定めるとおり。 

  寄宿舎への入舎の必要性、通学の利便性その他特別な事情があると教育委員会が認めた者は、保

護者の住所の属する高等部知的障害学級の学区に隣接する高等部知的障害学級の学区の高等部知

的障害学級に志願することができる。 

学 区 市 町 村 学区内の高等部知的障害学級 

村上新発田学区 村上市 新発田市 胎内市 

岩船郡関川村 岩船郡粟島浦村 

北蒲原郡聖籠町 

新潟県立村上特別支援学校 

新潟県立新発田竹俣特別支援学校 

新潟県立新発田竹俣特別支援学校 

いじみの分校 



５ 選考の方法 

  提出された書類及び本校で実施する面接等の結果に基づき、総合的な審査を経て入学者を選考 

する。 

 

６ 出願手続 

   これまでの入学願書の代わりに、ウェブ出願システムに志願者情報や志願先等の出願情報

を登録する。 

(1) 出願に必要な書類 

  ア 調査書（別紙様式１の１又は１の２、ただし、学習の状況等により両様式が必要の場合は両  

様式を合わせて提出してもよい。提出はＡ４版とする。） 

  イ 結果通知用返信封筒（宛名を入れた 140 円切手を貼付けた角形２号）１通 

ウ １の出願資格(4)イにより出願資格を得た者については、出願資格認定通知の写し 

注： 出願を希望する志願者は、ウェブ出願システムに出願情報を登録する前までに、必ず村上

特別支援学校の教育相談を受けること。 

 

(2) 出願に必要な書類の様式の取得 

   出願に必要な書類の様式は、出願する学校の側でウェブ出願システム又は義務教育課（特別支

援教育）ホームページからダウンロードする。 

 

(3) 出願に必要な書類の提出等 

  ア 現在在籍している学校の高等部に出願する者は、ウェブ出願システムに出願情報の登録が終

了したことを在籍校に報告する。 

イ その他の出願者は、ウェブ出願システムに出願情報の登録が終了したことを在籍(出身)学校

に報告する。 

ウ 上記イの志願者からウェブ出願システムに出願情報の登録が終了した報告を受けた在籍（出

身）学校の校長は、「調査書」「結果通知用返信封筒１通 」を所定の受付期間内に村上特別支

援学校に提出する。 

  エ 所定の「調査書」の提出が不可能な場合は、次の書類を添えて村上特別支援学校に提出する。 

① 出願資格の証明書（出願資格認定通知の写し） 

② 学業成績の証明書又は提出不能に関する証明書 

 

(4) 出願に必要な書類の受付期間 

ア 出願資格認定の必要でない者 

令和６年１月 15 日(月)から１月 19 日(金)まで、出願に必要な書類の受付時間は午前９時か   

ら正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

イ 出願資格認定の必要な者 

令和６年１月 22 日(月)から１月 26 日(金)まで、出願に必要な書類の受付時間は午前９時か  

ら正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

 

 



(5) 出願状況の公表 

   出願締切り後、出願状況を当校ホームページに公表する。電話での問合せには応じない。 

 

(6) 志願変更 

   志願変更を希望する志願者に対して、在籍（出身）学校はウェブ出願システムにおいて、令和

６年１月 22 日(月)から１月 26 日(金)まで志願変更の手続きを行う。出願に必要な書類の受付時

間は午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

 

７ 面接の期日 

   令和６年２月２日 (金)  予備日：令和６年２月７日（水） 

 

８ 面接日程等 

⑴ 会 場  新潟県立村上特別支援学校（村上市山居町２丁目 16 番 29 号） 

 

⑵ 日 程   ９：００  ～  ９：２０   受付 

               ９：２０ ～  ９：４０   諸連絡 

     ９：４５ ～ １１：３０   面接等 

 

⑶ 携行品  ア 受検票 

        イ 運動靴（内履き） 

ウ 筆記用具 

 

⑷ その他  保護者面談有り 

     生徒及び同席保護者は、朝体温を計測し平熱であることを確認する。 

 

９ 合格者の発表 

(1) 発表の日時及び方法  

令和６年２月 13 日(火)午前９時から正午まで、合格者の受検番号を村上特別支援学校  

正面玄関に掲示する。 

 

(2) 発表の通知 

受検者全員の結果を出身学校に通知する。電話での問合せには応じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 欠員補充による２次募集について 

選考終了後、普通学級の定員に欠員が生じた場合に実施する。なお、２次募集の実施について  

は、令和６年２月 27 日(火)に県教育委員会が県報及び義務教育課ホームページにおいて発表す 

る。 

(1) 出願資格、出願及び出願手続   

ア １次募集における際と同様に、ウェブ出願システムに出願情報を登録し、出願に必要な書類を 

紙面で提出する。出願資格及び出願手続と同様とする。 

 イ いずれの特別支援学校高等部又は高等学校（公立、私立）にも合格していない者とする。なお、   

「いずれの各学校にも合格していない者」には、特別支援学校高等部又は高等学校（県内外、公 

立、私立を問わない）への入学を辞退した者は含まれない。 

  

(2) 出願及び出願に必要な書類の受付期間 

  令和６年３月４日(月)から３月８日(金)までとする。出願に必要な書類の受付時間は午前９時

から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

 

(3) 面接の期日 

令和６年３月 12 日 (火)  予備日：なし 

 

 

 

(4) 面接の日程 

１５：００  ～  １５：１０   受付 

              １５：１０ ～  １５：２０   諸連絡 

     １５：３０ ～  １６：３０   面接等 

 

(5) 結果の発表 

   令和６年３月 13 日(水)午後１時、村上特別支援学校正面玄関に掲示する。 

 

11 そ の 他 

(1)   合格者を対象に入学者説明会(本人及び保護者が対象)を開催する。期日は後日連絡する。 

(2)   県外から出願を希望する者は、新潟県教育委員会に出願申請を行い、その承認を受けること。

出願申請の受付期間は、令和６年１月４日（木）までとする。 

(3)   出願について不明な点は、下記に問い合わせること。 

 

 

 

 

〒958-0853 村上市山居町２丁目 16 番 29 号 
新潟県立村上特別支援学校 教頭 
電話  (0254)53-1415  FAX  (0254)53-6769 


